
  

 

 

 

 

―民間の生活関連業者等が入居者の方を見守ります― 

公社では、県営住宅の入居者の方の見守りを行うため、平成 24年 9月 18日より生活

関連業者等（修繕業者・保守点検業者・電力会社・ガス会社・飲料メーカー・新聞販売組

合など）の賛同を得て、これらの事業者と連携し「公営住宅等見守りサポーター登録制度」

を開始しました。 

今後も自治会活動やご近所づきあいなどを通じて、見守り活動を続けていきましょう。 

 

 

 

このたびは、見守りサポーターにご登録いただき、誠にありがとうございました。 

平成24年9月18日から、当制度をはじめたところ、各種報道機関から取材依頼があり、東京新

聞、毎日新聞、埼玉新聞、読売新聞において「見守りサポーター」の取組について、掲載されまし

た。また、NHKの首都圏ニュースで放映されるなど民間事業者との連携に社会的な関心の高さを実感

しました。 

このことは、ひとえに数多くの事業者のみなさま（145社 H24.11.20現在）から、本制度にご賛

同を得たことによるものです。 

また、県営住宅入居者の方々へは、つぎのとおり「県営住宅だより」において事業者一覧表とあ

わせてお知らせしておりますので、ご報告申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「「埼埼玉玉県県公公営営住住宅宅等等見見守守りりササポポーータターー通通信信」」  №№１１    

【見守りサポーターについてのお問い合わせ先】 

〒330-8516  さいたま市浦和区仲町 3丁目12番 6号 

 埼玉県住宅供給公社 公営住宅部 県営住宅課 

 電話 048-829-2875  FAX 048-825-1822 

http://www.saijk.or.jp/ 

「埼玉県公営住宅等見守りサポーター登録制度」を開始しました。 

～異変を察知した場合に公社に通報いただく制度です～ 

 

 平成24年11月30日 

 

見守りにご協力を！ 

見守りサポーター登録事業者のみなさまへ 

 

県営住宅だより 80号抜粋 

 

なお、本通信は、定期的に発信する予定です。社内で回覧等よろしくお願いします。 

見守りサポーターにご登録された事業者の方で登録後見守り関係で、新しい取組を開始されたことがありまし

たらぜひお知らせください。当通信で紹介させていただきます。 

見守りの輪を広げるために引続きご協力をお願いします。 

埼玉県ﾏｽｺｯﾄ「ｺﾊﾞﾄﾝ」 


